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会 費  規 程 

 

          

この規程は、一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会(以下、本協会という。)定款第９条(入

会金および年会費)の規定に基づき、本協会の入会金および会費について、その基準を定めるもので

ある。 

 

（入会金） 

第１条 入会金は、次のとおり定め、入会金は入会者から入会と同時に本協会に納入する。振込

手数料は新規入会者の負担とする。 

１．正会員    ３００，０００円 

２．特別会員 １，０００，０００円  

３．賛助会員   １５０，０００円 

 

(会費) 

第２条 年会費は、次のとおり定め、年度初めに一括して本協会に納入する。 

ただし、入会者の年会費については、入会と同時に本協会へ納入する。振込手数料は会 

員の負担とする。 

１．正会員    ２４０，０００円 

２．特別会員   ４８０，０００円 

３．賛助会員   １２０，０００円 

 

(入会金および年度会費の決定) 

第３条 入会金、年会費は社員総会の議決を経て、その金額を変更することができる。 

                                                                                                          


